
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度第１回 

北広島市教育振興基本計画策定懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 令和２年８月２５日(火) 18 時 30 分～ 

会 場 北広島市芸術文化ホール２階 活動室１・２ 

 



 

 

会議次第 

 

1 開会 

 

2 構成員の出席報告 

 

3 自己紹介  

 (1) 懇談会構成員 

 (2) 事務局職員 

 

4 議事 

(1) 北広島市教育振興基本計画（2021-2030）原案及び北広島市教育

振興基本計画策定懇談会報告書（案）について 

(2) 北広島市教育振興基本計画（2021-2030）策定までのスケジュー

ルについて 

(3) 次回の懇談会の予定について 

(4) その他 

 

5 閉会 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

北広島市教育振興基本計画策定懇談会構成員名簿（令和 2 年 8 月 25 日現在） 

 氏名 選出区分 備考 

 板垣 裕彦 教育施策審議会  

 由水 伸  教育施策審議会  

 寺林 俊夫 教育施策審議会  

 新發田 恵美子 教育施策審議会  

 寺田 清隆 教育施策審議会  

 谷口 みどり 教育施策審議会 令和 2 年度から 

 月居 忠文 教育施策審議会 令和 2 年度から 

 橋本 勝晴 社会教育委員  

 井上 清人 青少年健全育成推進委員会  

 北川 由合子 図書館協議会  

 藤井 浩 文化財保護審議会  

 髙田 善公 市 PTA 連合会  

 遠藤 末子 北広島市幼稚園協会  

 折内 大輔 北広島市教育研究会  

 吉田 眞隆 公募市民  

 

 

教育委員会 

 氏名 役職 備考 

 下野 直章 教育委員会 教育総務課長  

 河合 一 教育委員会 学校教育課長  

 吉田 智樹 教育委員会 社会教育課長  

 笹森 和宏 教育委員会 文化課長 令和 2 年度から 

 岡  謙一 教育委員会 学校給食センター長 令和 2 年度から 

 丸毛 直樹 教育委員会 エコミュージアムセンター長 令和 2 年度から 

 新谷 良文 教育委員会 図書館計画担当参事  

事務局 冨田 英禎 教育委員会 小中一貫・教育施策推進課長  

事務局 澤井 大輔 教育委員会 小中一貫・教育施策推進課主査  

事務局 佐藤 勇輝 教育委員会 小中一貫・教育施策推進課主事  

 



 

 

北広島市教育振興基本計画策定懇談会開催要綱 

 

平成 31年 3月 22日教育委員会決定 

 

(開催) 

第 1条 本市の教育の振興のための施策に関する基本的な計画(以下「教育振興基本計画」という。)

の策定に関し必要な検討を行うため、北広島市教育振興基本計画策定懇談会(以下「懇談会」とい

う。)を開催する。 

(検討事項) 

第 2条 懇談会は、教育振興基本計画に関する専門的な知見、実践的な見地等からの意見を述べる。 

(構成) 

第 3条 懇談会は、15人以内の次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 学校教育の関係者 

(3) 社会教育の関係者 

(4) 公募に応募した者(市内に住所を有する者に限る。) 

(会長等) 

第 4条 懇談会に、会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、構成員の互選によりこれを定める。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

4 懇談会は、必要に応じて、ワーキンググループによる会議を開催することができる。 

5 第 1項から第 3項までの規定は、前項のワーキンググループについて準用する。この場合におい

て、第 1項から第 3項までの規定中「会長」とあるのは「座長」と、「副会長」とあるのは「副座

長」と読み替えるものとする。 

 (会議) 

第 5条 懇談会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。 

2 会長は、懇談会の会議の議長となる。 

3 懇談会は、必要があると認めるときは、懇談会に構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意

見を聴くことができる。 

 (開催期間)  

第 6条 懇談会は、平成 31年 4月 1日から教育振興基本計画の策定が終了する日まで開催する。 

(謝金等) 

第 7 条 懇談会に参加した構成員及び第 5 条第 3 項に規定する構成員以外の者に対し、別に定める

ところにより謝金及び旅費を支払う。 

(庶務) 

第 8条 懇談会の庶務は、小中一貫・教育施策推進課において処理する。 

(委任) 



 

 

第 9条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

北広島市教育振興基本計画策定懇談会に関する謝金等取扱要領 

 

平成 31年 3月 22日教育長決定 

 

第１ 趣旨 

この要領は、北広島市教育振興基本計画策定懇談会設置要綱（平成 31年 3月 22 日北広島市教

育委員会決定。以下「要綱」という。）第 7条に定める謝金及び旅費の取扱いについて、必要な事

項を定めるものとする。 

 

第２ 謝金 

要綱第 5条に定める会議に出席した構成員等に対し、次のとおり謝金を支給する。 

委  員 日額 5,000円 

臨時委員 一回 2,000円 

 

第３ 旅費 

懇談会に出席した委員又は臨時出席者には、北広島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関す

る条例（昭和 55 年 3 月 31 日条例第 3 号）第 3 条の規定に基づき、費用弁償として旅費を支給す

る。 

 ＜参考＞  

車賃（1キロメートルにつき）37円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


